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１
．
視
察
の
概
要

（
１
）
実
施
日

令
和
２
年
７
月
31
日（
金
）

（
２
）
調
査
目
的

　

町
内
各
避
難
所
の
現
状

と
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
感

染
予
防
対
策
等
の
調
査
と

各
地
区
に
設
置
し
て
い
る

防
災
資
材
の
備
蓄
状
況
の

調
査
を
行
う
。

２
．
調
査
の
経
過

　

①
担
当
課
（
総
務
課
）

か
ら
資
料
提
示
と
概
要
説

明
を
受
け
る
。

　

②
現
地
視
察
と
し
て
防

災
セ
ン
タ
ー
・
交
流
セ
ン

タ
ー
・
旧
川
中
支
所
・
平

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
・
旧

寒
川
保
育
園
を
視
察
し
質

疑
を
行
っ
た
。

３
．
調
査
の
結
果
と
意
見

　

①
各
地
域
に
設
置
さ
れ

て
い
る
資
機
材
に
つ
い
て

は
防
災
訓
練
な
ど
を
通
じ

て
取
扱
い
や
動
作
確
認
を

行
う
必
要
が
あ
る
。

　

②
避
難
所
に
よ
っ
て
は

十
分
な
コ
ロ
ナ
対
策
が
出

来
な
い
こ
と
も
想
定
さ
れ

る
の
で
収
容
人
数
を
明
確

に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

③
避
難
住
民
の
受
入
れ

を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め

に
非
接
触
型
体
温
測
定

サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
シ
ス

テ
ム
の
導
入
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

　

④
避
難
所
に
お
け
る
保

健
福
祉
や
医
療
ケ
ア
等
の

衛
生
面
の
充
実
を
求
め
る
。

　

⑤
避
難
し
て
く
る
住
民

は
多
様
で
あ
る
の
で
、
避

難
所
運
営
に
当
た
る
職
員

は
、
男
女
共
同
参
画
の
視

点
か
ら
、
女
性
職
員
の
配

置
が
求
め
ら
れ
る
。

　

⑥
社
会
情
勢
等
の
変
化

や
進
化
に
よ
り
資
機
材
に

つ
い
て
も
常
に
更
新
業
務

を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

⑦
避
難
所
を
有
効
に
機

能
さ
せ
る
た
め
に
も
地
区

で
の
防
災
訓
練
の
実
施
を

行
政
と
し
て
積
極
的
に
働

き
か
け
る
。

　

⑧
総
合
防
災
訓
練
の
実

施
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
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